別記第６号様式 (第４条の６関係)
特定毒物研究者許可申請書


	申請者の欠格条項
	(1)
	法第19条第4項の規定により許可を取り消されたこと
	　無　・　有　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	(2)
	毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し又は罰金以上の刑に処せられたこと
	　無　・　有　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	主たる研究所の所在地及び名称
	〒　　　－
所在地：
名　称：

	特定毒物を必要とする研究事項及び使用する特定毒物の品目
	

	備考
	



　上記により、特定毒物研究者の許可を申請します。
　 
　　　　　年　　　月　　　日
〒　　　－
　　　　　             住          所


　　　　　　　　　　　　氏        　名
　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　    

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　（　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者名
青森県知事　殿※（収受印　押印欄）





(注意)
　1　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。
　2　字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。
3　申請者の欠格条項の(1)欄及び(2)欄には、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるときは、(1)欄にあつてはその理由及び年月日を、(2)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を記載すること。


添付書類確認票

申請書に、次の書類を添付すること。
	№
	添付書類名
	チェック欄

	１
	申請者の履歴書
	

	２
	研究所の設備の概要図※縮尺・寸法・保管場所の明示
(1)平面図
(2)毒物劇物の保管設備の立面図
　※保管場所が倉庫や部屋等全体の場合不要
	

	３
	医師の診断書（診断後３ヶ月以内のものに限る）
	

	４
	資格を証明する書類
(1) 学校教育法(昭和22 年法律第26 号)第83 条に規定する大学において、薬学、医学、化学その他毒物及び劇物に関係ある学科を専攻修了した者
→大学において、薬学、医学、化学その他毒物及び劇物に関係ある学科を専攻修了したことを証する書類

(2) 農業試験場、食品メーカー等において農業関係で使用される特定毒物の効力、有害性、残効性、使用方法等比較的高度の化学的知識を必要としない事項のみにつき研究を必要とする場合。
　→農業上必要な毒物及び劇物に関し農業用品目毒物劇物取扱責任者と同等以上の知識を有することを証明する書類。

(3) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、下水道法(昭和33年法律第79号)、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)等の規定に基づく分析研究を実施するため標準品としてのみ特定毒物を使用する場合。
　→一般毒物劇物取扱責任者と同等以上の知識を有することを証明する書類

	

	５
	誓約書
　４の(2)、(3)に該当する場合に提出
	

	６
	研究概要
	


　



診　　断　　書


氏　名
生年月日　　　　　　　年　　月　　日生


上記の者について、次のとおり診断します。

１　精神機能の障害
□　該当なし　　　□　専門家による判断が必要

専門家による判断が必要を選んだ場合は、診断名等を次の欄に記載。

	診断名
	

	現に受けている
治療の内容
	

	現在の状況
	




２　麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒
□　なし　　　□　あり


　　　　　　年　　月　　日

医療機関等の名称
所在地
医師氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号



誓　　約　　書


□　１　農業試験場等において，農業関係で使用される特定毒物の効力，薬害，残効性，使用方法等，比較的高度の化学的知識を必要としない事項のみにつき研究を必要とする場合

　私は，農業関係の特定毒物の効力，薬害又は残効性等の研究のみに従事し，これ以外の特定毒物研究には従事しません。



□　２　水質汚濁防止法，下水道法，大気汚染防止法等の規定に基づく分析研究を実施するため標準品としてのみ特定毒物を使用する場合

　私は，特定毒物を分析研究のための標準品としてのみ使用し，それ以外の用途には用いません。


　　　　　　年　　月　　日

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


青森県知事　　　　　　　　殿




　　※　１，２のいずれか該当するものにチェックをする。
